
４．法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付した場合

①　評価機関の技術的審査

Ａ

Ｂ

Ｃ

： 認定申請書

： 技術的審査依頼書

： 添付図書

２部

２部

２部

②　評価機関の適合証交付

適合証が交付 : Ｂ ＋ Ａ ＋ Ｃ ＋ 適合証

③　所管行政庁への認定申請

正　本　：

副　本　：

Ａ ＋ Ｃ ＋ 適合証

認定申請書 適合証Ｃ の写しの写し ＋＋

※Ｃの添付書類の中に「２　住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分」、

　「３　住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分」に掲げる添付図書が

　ない場合は、当該添付図書を添付してください。

交付されたものをそのまま添付


